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平成２７年７月に東京都調布市で発生した個人所属パイパー式ＰＡ－４６－

３５０Ｐ型ＪＡ４０６０の航空事故に係る勧告に基づく通報について 

 

 

 

平成２７年７月２６日、東京都調布市において発生した個人所属パイパー式ＰＡ

－４６－３５０Ｐ型ＪＡ４０６０の航空事故について、国土交通大臣から当委員会

が行った勧告に基づき講じた施策についての通報を受けましたのでお知らせしま

す。（別添）                                      

本事故については、平成２９年７月１８日に航空事故調査報告書の公表とともに、

国土交通大臣に対して勧告を行っていたところです。（参考） 

なお、この通報は、勧告の内容を反映したものとなっています。 

 

 





個人所属パイパー式ＰＡ-４６-３５０Ｐ型ＪＡ４０６０の
事故に係る勧告に対する通報について （国土交通大臣）

個人所属パイパー式ＰＡ－４６－３５０Ｐ型ＪＡ４０６０は、平成２７年７月
２６日（日）、調布飛行場滑走路１７から離陸した直後、１０時５８分ごろ、
東京都調布市富士見町の住宅に墜落した。
同機には、機長ほか同乗者４名の計５名が搭乗していたが、機長及び
同乗者１名が死亡し、同乗者３名が重傷を負った。また、住民１名が死
亡し、住民２名が軽傷を負った。
同機は大破し、火災が発生した。また、同機が墜落した住宅が全焼し、
周辺の住宅等も火災等による被害を受けた。

【事故の概要】

【国土交通大臣に対する勧告内容】

１．自家用小型機の操縦士に対し、出発前の確認における最大離陸重量及び重心位置限界を遵守することの重要
性に加えて、飛行規程に規定された性能上の要件を満たしていることを確認することの重要性について、特定操縦
技能審査、航空安全講習会等の機会を通じて、理解の促進を図ること。
また、飛行規程に規定された速度及び手順を常に遵守するとともに、離陸時に加速不足又は速度の減少等の飛行
性能の低下が発生した場合に備えて、飛行規程の非常操作手順に従うことを含め、常日頃から対処方法を考えてお
き、出発前の準備時に操縦士自身がセルフブリーフィングを行ってこれらの対処方法を確認するように、自家用小型
機の操縦士に対する指導を強化すること。
２．飛行機の離陸時には滑走路長を最大限に利用することによって、離陸滑走中の操縦士の判断に余裕が生まれ、
安全性の向上に寄与するものと考えられることから、滑走路長を最大限に利用するために効果的な取付誘導路の
滑走路への接続方法等の事例を取りまとめ、空港の設置・管理者に周知すること。



個人所属パイパー式ＰＡ-４６-３５０Ｐ型ＪＡ４０６０の
事故に係る勧告に対する通報について （国土交通大臣）

【 国土交通大臣からの通報 】

１．①小型航空機の運航者や関係団体に対して、飛行前に性能上の最大重量を確認すること、また、離陸中に
性能低下が発生した際に再接地する等の対処方法について常日頃から確認するよう、傘下会員等に周知
するとともに、一層の安全確保に努めるよう注意喚起を依頼
②離陸重量等の出発前の確認の確実な実施並びに飛行規程の遵守及び非常事態への備えに関するリーフ
レットを関係団体及び運輸安全委員会の協力を得て新たに作成するとともに、特定操縦技能審査に関する
実施細則及び口述ガイダンスを改正＊して当該リーフレットの内容を重点的に審査
＊ 「離陸重量が使用滑走路長での離陸を安全に行える範囲内であることを確認できること」など、特定操縦技能審査に関
する実施細則において合否判定基準を明確化。また、離陸中止及び離陸直後の非常事態への対応について口述審査
することを口述ガイダンスにおいて明確化。

③操縦技能審査員に対して、特定操縦技能審査前に受審者にリーフレットの内容の理解を求めるとともに
審査終了後のブリーフィングの機会などにおいてリーフレットを手交し、改正後の実施細則及び口述ガイダ
ンスに基づく重点的な審査を依頼
④地方航空局に対して、同局が行う操縦技能審査員の認定及び定期講習の機会を利用し、当該審査員に
対して上記依頼内容について周知するとともに、地方航空局が管轄する空港事務所等においても、機会あ
る毎に操縦士に対して、リーフレットを配布するよう要請
⑤小型航空機の運航者や関係団体に対して、傘下会員等にリーフレットの内容の確実な周知や同内容の理
解促進を周知するとともに、傘下操縦技能審査員に改正された実施細則及び口述ガイダンスに基づく特定
操縦技能審査の確実な実施について周知するよう依頼
⑥全国の主要空港において「安全運航セミナー」を開催し、これまでの航空局における安全対策を含め、勧
告内容に係る対応の理解促進等を行うとともに、あらためてリーフレットを配布し、改正した特定操縦技能
審査に関する実施細則及び口述ガイダンスとあわせて当該内容の説明の実施
⑦当該勧告を受け作成したリーフレットや、改正された実施細則及び口述ガイダンスを国土交通省ホームペ
ージに掲載し、更なる安全を啓発

２．空港の設置・管理者に対して、ターニングパッドや取付誘導路の配置によって、飛行機の離陸時に既存の滑
走路長を最大限に利用している事例をとりまとめて周知
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個人所属パイパー式ＰＡ－４６－３５０Ｐ型ＪＡ４０６０の 

事故に係る勧告について（通報）   

 

 

平成２９年７月１８日付け運委参第８９号による標記勧告に基づき、下記に

示す施策を講じたので、運輸安全委員会設置法（昭和４８年法律第１１３号）第

２６条第２項の規定に基づき通報する。 

 

記 

 

自家用小型機の運航の安全性の向上を図るため、事故直後から離陸重量等の

出発前の確認手順の再点検を含む注意喚起文書の発出、航空安全講習会の開催、

安全啓発リーフレットの配布等、再発防止の取り組みを行ってきたところであ

るが、当該勧告を踏まえ、あらたに以下の対応を行った。 

 

１．①小型航空機の運航者や関係団体に対して、平成２９年７月１８日付け国空

航第１２６１号・国空機第１１５５号「小型航空機の運航の安全確保について」

を発出し、飛行前に性能上の最大重量を確認すること、また、離陸中に性能低下

が発生した際に再接地する等の対処方法について常日頃から確認するよう、傘

下会員等に周知するとともに、一層の安全確保に努めるよう注意喚起を行った。 

 

  ②離陸重量等の出発前の確認の確実な実施並びに飛行規程の遵守及び非常

事態への備えに関するリーフレットを関係団体及び貴委員会の協力を得て新た

に作成するとともに、特定操縦技能審査に関する実施細則及び口述ガイダンス

を改正して当該リーフレットの内容を重点的に審査することとした。 

 操縦技能審査員に対しては、特定操縦技能審査前に受審者にリーフレットの

内容の理解を求めるとともに、審査終了後のブリーフィングの機会などにおい



てリーフレットを手交し、改正後の実施細則及び口述ガイダンスに基づく重点

的な審査を依頼した。 

 加えて、地方航空局に対しては、同局が行う操縦技能審査員の認定及び定期講

習の機会を利用し、当該審査員に対して上記依頼内容について周知するととも

に、地方航空局が管轄する空港事務所等においても、機会ある毎に操縦士に対し

て、リーフレットを配布するよう要請した。 

 また、小型航空機の運航者や関係団体に対しては、平成２９年１０月６日付け

国空航第１５４８号・国空機第１５５７号「小型航空機の運航の安全確保及び特

定操縦技能審査実施細則等の改正について」を発出し、傘下会員等にリーフレッ

トの内容の確実な周知や同内容の理解促進を周知するとともに、傘下操縦技能

審査員に改正された実施細則及び口述ガイダンスに基づく特定操縦技能審査の

確実な実施について周知するよう依頼した。 

なお、本件については、近年、小型航空機事故が目立って発生している状況等

に鑑み、平成２８年１２月に立ち上げた「小型航空機等に係る安全推進委員会」

の第三回委員会（平成２９年９月２５日開催）において、有識者や関係団体等の

意見を踏まえ実施したものである。 

 

  ③平成２９年１０月１７日から１１月１０日にかけて全国主要空港におい

て開催した「安全運航セミナー」において、これまでの航空局における安全対策

を含め、勧告内容に係る対応の理解促進等を行うとともに、あらためてリーフレ

ットを配布し、改正した特定操縦技能審査に関する実施細則及び口述ガイダン

スとあわせて当該内容の説明を行った。 

 

  ④当該勧告を受け作成したリーフレットや、改正された実施細則及び口述ガ

イダンスについて国土交通省ホームページに掲載し、更なる安全啓発を行った。 

 

２．ターニングパッドや取り付け誘導路の配置によって、飛行機の離陸時におい

て既存の滑走路長を最大限に利用している事例をとりまとめ、空港の設置・管理

者に対し、平成２９年７月１８日国空安企第９２号「空港の離陸滑走路長を最大

限に利用している事例について」を発出し、周知した。 

 

上記に関する資料を添付する。 
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                            運委参第８９号 
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個人所属パイパー式ＰＡ－４６－３５０Ｐ型ＪＡ４０６０の 

事故に係る勧告について 

 

本事故では、自家用小型機が住宅地に墜落し、住民及び住宅に被害が発生し

ているが、同機は最大離陸重量を超過し、飛行規程に規定された性能上の要件

を満たさない状態で飛行していたこと、また、過去５年間に、重量及び重心位

置が不適切であったことが関与した自家用小型機の死亡事故が２件（① 平成２

８年３月八尾空港内で着陸復行時に墜落したムーニー式Ｍ２０Ｃ型ＪＡ３７８

８、② 平成２４年８月茨城県稲敷郡河内町大利根場外離着陸場で滑走路を逸脱

し地上作業者と衝突したセスナ式１７２Ｎラム型ＪＡ３８１４）発生している

ことから、自家用小型機の運航の安全性の向上を図る必要があるため、運輸安

全委員会設置法第２６条第１項の規定に基づき、次の施策を講じるよう勧告す

る。 

 

(1) 自家用小型機の操縦士に対し、出発前の確認における最大離陸重量及び

重心位置限界を遵守することの重要性に加えて、飛行規程に規定された性

能上の要件を満たしていることを確認することの重要性について、特定操

縦技能審査、航空安全講習会等の機会を通じて、理解の促進を図ること。 

また、飛行規程に規定された速度及び手順を常に遵守するとともに、離

陸時に加速不足又は速度の減少等の飛行性能の低下が発生した場合に備え

て、飛行規程の非常操作手順に従うことを含め、常日頃から対処方法を考

えておき、出発前の準備時に操縦士自身がセルフブリーフィングを行って

これらの対処方法を確認するように、自家用小型機の操縦士に対する指導

を強化すること。 

(2) 飛行機の離陸時には滑走路長を最大限に利用することによって、離陸滑



 

走中の操縦士の判断に余裕が生まれ、安全性の向上に寄与するものと考え

られることから、滑走路長を最大限に利用するために効果的な取付誘導路

の滑走路への接続方法等の事例を取りまとめ、空港の設置・管理者に周知

すること。 










